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外
務
省
職
員
の
海
外
渡
航
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
に
お
い
て
、
用
務
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
。

二

許
可
の
定
義
如
何
。

三

届
け
出
の
定
義
如
何
。

四

外
務
省
職
員
が
用
務
以
外
で
海
外
渡
航
を
す
る
場
合
に
は
、
海
外
渡
航
承
認
願
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
承
知

す
る
が
、
右
は
許
可
、
届
け
出
の
い
ず
れ
の
範
疇
に
属
す
る
か
。

五

過
去
に
海
外
渡
航
承
認
願
を
提
出
せ
ず
に
用
務
以
外
の
海
外
渡
航
を
し
た
外
務
省
職
員
が
い
る
か
。
い
る
な
ら
ば
直
近
の

二
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
か
か
る
職
員
に
対
し
、
外
務
省
は
処
分
を
行
っ
た
か
。

六

海
外
渡
航
承
認
願
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
意
義
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

七

海
外
渡
航
承
認
願
制
度
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。


